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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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則
第
二
十
九
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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
項
第
六
号
中
「
（
総
務
企
画
部
出
納
室
を
置
か
な
い
地
域
振

興
局
に
あ
つ
て
は
、
総
務
企
画
部
総
務
課
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
㈥
の
項
中
「
予
算
外
の
寄
附
金
」
の
下
に

「
（
一
件
の
金
額
一
〇
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
、
「
予
算
内

の
寄
附
金
」
の
下
に
「
及
び
一
件
の
金
額
一
〇
万
円
以
下
の
予
算
外
の
寄
附

金
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
第
六
号
㈠
中
「
共
済
費
並
び
に
」
の
下
に
「
市

町
村
立
小
中
学
校
の
県
費
負
担
教
職
員
（
以
下
「
県
費
負
担
教
職
員
」
と
い

う
。
）
及
び
」
を
加
え
、
同
号
㈡
中
「
保
管
金
」
の
下
に
「
（
第
八
号
㈡
に

規
定
す
る
保
管
金
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
共
済
費
」
の

下
に
「
（
次
号
㈠
に
規
定
す
る
給
与
及
び
共
済
費
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

八　

教
育
委
員
会
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
の
専
決
事
項

　
　

㈠　

集
中
処
理
に
係
る
県
費
負
担
教
職
員
の
報
酬
、
給
与
、
共
済
費
及

び
旅
費
の
支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

㈡　

集
中
処
理
に
係
る
県
費
負
担
教
職
員
の
第
二
百
七
十
二
条
（
整
理

区
分
）
第
一
号
㈡
ア
、
イ
及
び
ウ
に
規
定
す
る
保
管
金
の
払
出
通
知

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
第
一
号
の
表
㈢
の
項
及
び
同
条
第
二
号
の
表
㈡
の
項
中
「
寄
附

金
」
の
下
に
「
（
一
件
の
金
額
一
〇
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を

加
え
る
。

　

第
六
条
第
四
項
中
「
た
だ
し
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
及
び
教

育
委
員
会
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
」
の
下
に
「
及
び
教
育
委
員

会
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
（
以
下
「
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

寄
附
金
の
受
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。
（
東
京
事
務
所
、
地
域
振
興

局
、
北
海
道
事
務
所
、
大
阪
事
務
所
、
名
古
屋
事
務
所
及
び
福
岡
事
務

所
に
お
け
る
一
件
の
金
額
十
万
円
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

　

第
七
条
第
二
項
中
「
地
方
公
所
に
お
け
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

域
振
興
局
長
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
域
振
興
局
の
所
管
区
域
内
の
地
方

公
所
に
お
け
る
」
に
、
「
に
関
す
る
事
務
を
当
該
地
方
公
所
を
所
轄
す
る
地

域
振
興
局
長
に
」
を
「
）
に
関
す
る
事
務
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

　

一　

北
秋
田
地
域
振
興
局
長　

鹿
角
地
域
振
興
局
、
北
秋
田
地
域
振
興
局

及
び
山
本
地
域
振
興
局

　

二　

秋
田
地
域
振
興
局
長　

秋
田
地
域
振
興
局
及
び
由
利
地
域
振
興
局

　

三　

平
鹿
地
域
振
興
局
長　

仙
北
地
域
振
興
局
、
平
鹿
地
域
振
興
局
及
び

雄
勝
地
域
振
興
局

　

第
七
条
の
二
中
「
（
大
館
市
の
区
域
内
の
地
方
公
所
に
あ
つ
て
は
、
北
秋

田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
長
）
」
を
削
る
。

　

第
八
条
第
一
号
中
「
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
同
条

第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

教
育
事
務
所
の
総
務
班
長
の
職
に
あ
る
者

　

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
（
総
務
経
理
課
を
置
か
な
い
地
域
振
興
局
に
あ

つ
て
は
総
務
課
長
及
び
経
理
課
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
の
表
中
�
の
項
を
�
の
項
と
し
、
㈡
の
項
か
ら
�
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
㈠
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
の
備
考
中
「
㈢
か
ら
㈦
」
を
「
㈣
か
ら

㈧
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
㈡
、
㈧
及
び
�
」
を
「
㈢
、
㈨
及
び
�
」

に
、
「
㈦
及
び
�
か
ら
�
」
を
「
㈧
及
び
�
か
ら
�
」
に
改
め
、
同
条
中
第

二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第

五
項
中
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
の
下
に
「
、
総
合
食
品
研
究
所

長
」
を
加
え
、
「
図
書
館
長
」
を
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
、

「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
管
理
室
長
」
の
下
に
「
、
総
合
食
品
研
究

所
企
画
管
理
室
長
」
を
加
え
、
「
図
書
館
副
館
長
」
を
「
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
副
所
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
第
二
号

中
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　

第
八
条
の
三
第
一
項
中
「
及
び
第
二
項
」
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号

を
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大

館
事
務
所
の
総
務
班
長
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と

し
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」

を
「
前
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
総
務
管
理
班
長
、
農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
総
務
班
長
」
を
「
総
務
・
企
画
班
長
、
農
林
水
産
技
術
セ
ン

タ
ー
の
予
算
経
理
班
長
、
総
合
食
品
研
究
所
の
総
務
・
企
画
班
長
」
に
、

「
図
書
館
」
を
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条

第
七
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
図
書
館
」
を
「
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
仙
北
地
域
振

興
局
」
を
「
平
鹿
地
域
振
興
局
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同

条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

４　
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
が
不
在
の
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
委
任
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
当
該
事
務
を
担
当
す
る
給
与
・

旅
費
セ
ン
タ
ー
上
席
主
幹
（
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
上
席
主
幹
を
置
か
な

い
と
き
は
、
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
主
幹
）
の
職
に
あ
る
副
出
納
員
（
当

該
副
出
納
員
を
置
か
な
い
と
き
又
は
当
該
副
出
納
員
が
不
在
の
と
き
は
、

当
該
事
務
を
担
当
す
る
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
副
主
幹
の
職
に
あ
る
副
出

納
員
）
が
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　
第
十
二
条
の
二
（
会
計
管
理
者
事
務
の
委
任
事
項
の
専
決
）
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
副
出
納
員
が
不
在
の
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
知
事
が
指
定
す
る
者
が
代
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

第
十
二
条
の
表
総
務
企
画
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

㈡　

寄
附
金
の
受
入
れ

に
関
す
る
こ
と
。

（
一
件
の
金
額
一
〇

万
円
以
下
の
も
の
に

限
る
。
）

す
べ
て
の

事
項

総
務
企
画
部

総
合
政
策
課
長

税
務
課
長

当
該
課
に
属
す

る
寄
附
金
の
収

納
事
務

当
該
課
に
属
す

る
県
税
の
収
納

事
務
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第
十
二
条
の
表
出
納
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
二
条
の
表
地
域
振
興
局
の
項
中
「
仙
北
地
域
振
興
局
」
を
「
平
鹿
地

域
振
興
局
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
二
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

　
　

前
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
に

委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
第
十
条
（
会
計
管
理
者
事
務
の
専
決
）
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
務
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー

の
副
出
納
員
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
副
出
納
員
が
二
人
以
上
置
か
れ
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
が
指
定
す
る
副
出
納
員
）
が

専
決
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
号
の
表
総
務
企
画
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
号
の
表
出
納
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
一
号
の
表
地
域
振
興
局
の
項
中
「
仙
北
地
域
振
興
局
」
を

「
平
鹿
地
域
振
興
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
総
務
企
画
部
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
二
号
の
表
出
納
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
二
号
の
表
地
域
振
興
局
の
項
中
「
仙
北
地
域
振
興
局
」
を

「
平
鹿
地
域
振
興
局
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
の
表
総
務
企
画
部
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
三
号
の
表
警
察
本
部
の
項
中
「
総
務
課
」
を
「
広
報
広
聴

課
」
に
改
め
、
同
表
地
方
公
所
の
項
中
「
仙
北
地
域
振
興
局
」
を
「
平
鹿
地

域
振
興
局
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
二
項
第
九
号
中
「
児
童
会
館
入
場
料
、
」
を
削
り
、
「
近

代
美
術
館
入
館
料
」
を
「
近
代
美
術
館
入
場
料
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
■
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

■　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
使
用
料

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
旅
費
（
」
の
下
に
「
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
及

び
」
を
加
え
る
。

　

第
百
十
七
条
第
三
号
中
「
、
教
育
事
務
所
長
及
び
教
育
事
務
所
の
出
張
所

長
」
を
「
及
び
給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
」
の
下
に
「
又
は
給

与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長
」
を
加
え
る
。

　

第
百
四
十
八
条
中
「
仙
北
地
域
振
興
局
」
を
「
平
鹿
地
域
振
興
局
」
に
改

め
る
。

　

第
百
六
十
二
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
競
争
入
札
」
を
「
一
般
競
争
入
札
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

　

三　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
百
六
十
七
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
た
資
格
を
有
す
る
者
が
契
約
を
締

結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

第
二
百
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
百
二
十
九

条
第
二
項
中
「
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。

　

第
三
百
二
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第
二
号
を
第
五

号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

二　

利
用
計
画
書
等

　

三　

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事

項
証
明
書
及
び
定
款
等

　

四　

利
用
内
容
が
監
督
官
庁
の
許
可
、
認
可
等
を
要
す
る
も
の
は
、
そ
れ

ら
の
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

　

第
三
百
二
十
九
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
許
可
事
項
の
変
更
の
手
続
）

第
三
百
二
十
九
条
の
三　
第
三
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た

者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
財

産
使
用
許
可
事
項
変
更
申
請
書
に
当
該
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を

添
え
て
、
こ
れ
を
部
局
長
又
は
地
方
公
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

第
三
百
二
十
九
条
の
四
を
削
り
、
第
三
百
二
十
九
条
の
五
を
第
三
百
二
十

九
条
の
四
と
す
る
。

　

第
三
百
三
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
貸
付
料
）

第
三
百
三
十
条
の
二　
普
通
財
産
を
貸
し
付
け
た
と
き
は
、
貸
付
料
を
徴
収

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
四

総
務
企
画
部

総
合
政
策
課
長

税
務
課
長

当
該
課
に
属
す

る
寄
附
金
の
収

納
事
務

当
該
課
に
属
す

る
県
税
の
収
納

事
務

教
育
委
員
会

給
与
・
旅
費
セ

ン
タ
ー
長

県
費
負
担
教
職

員
の
報
酬
、
給

与
、
共
済
費
及

び
旅
費
並
び
に

こ
れ
ら
の
保
管

金
に
関
す
る
会

計
管
理
者
の
事

務
（
支
払
を
除

く
。
）

総
務
企
画
部

総
合
政
策
課
総
務
班
長

税
務
課
上
席
主
幹
、
税

務
課
主
幹
及
び
税
務
課

副
主
幹

総
合
政
策
課
長
の
職
に
あ

る
出
納
員
の
事
務
を
補
助

執
行
す
る
。

税
務
課
長
の
職
に
あ
る
出

納
員
の
事
務
を
補
助
執
行

す
る
。

教
育
委
員
会

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー

上
席
主
幹
、
給
与
・
旅

費
セ
ン
タ
ー
主
幹
及
び

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー

副
主
幹

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長

の
職
に
あ
る
出
納
員
の
事

務
を
補
助
執
行
す
る
。

教
育
委
員
会

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー

上
席
主
幹
、
給
与
・
旅

費
セ
ン
タ
ー
主
幹
及
び

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー

副
主
幹

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー
長

の
職
に
あ
る
出
納
員
の
事

務
を
補
助
執
行
す
る
。

教
育
委
員
会

給
与
・
旅
費
セ
ン
タ
ー

に
属
す
る
セ
ン
タ
ー

長
、
上
席
主
幹
、
主
幹

及
び
副
主
幹
以
外
の
職

員

上
司
の
命
を
受
け
て
出
納

員
の
事
務
を
補
助
執
行
す

る
。

総
務
企
画
部

総
合
政
策
課
に
属
す
る

総
務
班
長
以
外
の
庶
務

を
担
当
す
る
職
員

税
務
課
に
属
す
る
課

長
、
上
席
主
幹
、
主
幹

及
び
副
主
幹
以
外
の
職

員

上
司
の
命
を
受
け
て
出
納

員
の
事
務
を
補
助
執
行
す

る
。

上
司
の
命
を
受
け
て
出
納

員
の
事
務
を
補
助
執
行
す

る
。

総
務
企
画
部

総
合
政
策
課
に
属
す
る

職
員
の
う
ち
か
ら
知
事

が
命
ず
る
者

税
務
課
に
属
す
る
課
長

以
外
の
職
員

総
合
政
策
課
長
の
職
に
あ

る
出
納
員
の
事
務

税
務
課
長
の
職
に
あ
る
出

納
員
の
事
務

二
十
二

二
十
二
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号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
別
表
の
規
定
は
、
前
項
の

貸
付
料
の
算
定
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
そ

の
他
の
も
の
の
項
中
「
百
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
」
と
、
百

分
の
八
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
・
八
七
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
建
物
敷
地
の
使
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
平

方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳
価
格
に
百
分
の
一
・
四
七
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
建
物
を
貸
し
付
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

建
物
の
貸
付
け
が
消
費
税
法
別
表
第
一
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
宅
の
貸

付
け
に
該
当
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有

財
産
台
帳
価
格
に
百
分
の
九
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
建
物
敷
地
の
使

用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産

台
帳
価
格
に
百
分
の
一
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
普

通
財
産
の
貸
付
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

　

第
三
百
四
十
二
条
第
一
号
中
「
及
び
地
域
振
興
局
長
」
を
「
、
北
秋
田
地

域
振
興
局
長
、
秋
田
地
域
振
興
局
長
及
び
平
鹿
地
域
振
興
局
長
」
に
改
め

る
。

　

第
三
百
四
十
八
条
第
二
号
中
「
地
域
振
興
局
及
び
北
秋
田
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部
大
館
事
務
所
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
、
秋
田
地
域
振
興
局
及

び
平
鹿
地
域
振
興
局
」
に
改
め
る
。

　

第
三
百
五
十
一
条
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
長
、

秋
田
地
域
振
興
局
長
及
び
平
鹿
地
域
振
興
局
長
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
七
項
中
「
工
事
請
負
契
約
又
は
」
を
「
工
事
請
負
契
約
、
」
に
、

「
若
し
く
は
」
を
「
、
道
路
除
排
雪
業
務
委
託
契
約
、
道
路
維
持
管
理
業
務

委
託
契
約
又
は
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
第
一
の
総
務
企
画
部
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
県
立
病
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
チ
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　

「
医
師
確
保
対
策
推
進
室
長

改
革
推
進
室
長　
　
　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
生
活
環

リ
ー
ダ
ー　
　

」　
　

ロ
ー
ム
予
防
推
進
チ
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
ー
ダ
ー　
　
　
　
　
　

」

境
文
化
部
の
項
中
「
菜
の
花
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
」
を
削

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
誘
致
企
業
室
長

り
、
同
表
産
業
経
済
労
働
部
の
項
中　

食
彩
あ
き
た
推
進　

を
「
各
室
長
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
各
課
長

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
各
課
長
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
与
・
旅
費
セ
ン

　
　
　
　

に
改
め
る
。

タ
ー
長
」

　

別
表
第
二
の
学
術
国
際
部
長
の
項
中
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
」
の
下

に
「
、
総
合
食
品
研
究
所
」
を
加
え
、
同
表
生
活
環
境
文
化
部
長
の
項
中

「
、
中
央
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
表
建
設
交
通
部
長
の
項

中
「
流
域
下
水
道
事
務
所
、
」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
の
二
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

削
除

　

別
表
第
二
の
二
第
九
十
九
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

九
十
九
の
四　

削
除

　

別
表
第
二
の
二
第
二
百
六
十
七
号
の
三
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

　

二
百
六
十
七
の
四　

教
育
職
員
の
免
許
状
の
新
教
育
領
域
追
加
手
数
料

　

二
百
六
十
七
の
五　

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
又
は
延
長

手
数
料

　

二
百
六
十
七
の
六　

教
育
職
員
の
免
許
状
更
新
講
習
の
修
了
確
認
又
は
免

許
状
更
新
講
習
修
了
後
の
期
間
確
認
手
数
料

　

二
百
六
十
七
の
七　

教
育
職
員
の
免
許
状
更
新
講
習
の
修
了
確
認
期
限
の

延
期
手
数
料

　

二
百
六
十
七
の
八　

教
育
職
員
の
免
許
状
更
新
講
習
の
免
除
認
定
手
数
料

　

二
百
六
十
七
の
九　

教
育
職
員
の
免
許
状
の
授
与
証
明
手
数
料

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省

令
第
百
十
五
号
。
以
下
「
里
親
認
定
省
令
」
を
「
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す

る
最
低
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号
。
以
下
「
里
親
基

準
省
令
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
中
「
引
き
続
き
」
の
下
に
「
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
十
八
号
を
第
三

十
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

十
七　

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
自
立
生
活
援

助
事
業
を
行
う
者
に
委
託
し
て
、
義
務
教
育
終
了
児
童
等
に
対
し
、
日

常
生
活
上
の
援
助
等
を
行
う
こ
と
。

　

十
八　

法
第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
自
立
生
活
援

助
の
実
施
の
申
込
み
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
、
第
二
十
三
条
第

二
項
又
は
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
福
祉
事

務
所
長
」
の
下
に
「
又
は
児
童
相
談
所
長
」
を
加
え
、
「
又
は
母
子
保
護
」

を
「
、
母
子
保
護
の
実
施
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
福
祉
事
務
所
長
」
の
下
に
「
又
は
児
童
相
談
所
長
」
を
加
え

る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
福
祉
事
務
所
長
」
の
下
に
「
又
は
児
童
相
談
所
長
」

を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
」
を
「
、
第
二
十
三
条
第

一
項
本
文
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
届
出
又
は
申
請
」
を
「
届
出
等
」
に
、
「
届
出
書

又
は
申
請
書
」
を
「
届
出
書
等
」
に
改
め
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四　

省
令
第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
一
項
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
三

に
お
い
て
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
の
認
定

の
申
請

　

五　

省
令
第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
里
親
の
認

定
の
申
請

　

六　

省
令
第
三
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
三

に
お
い
て
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
が
死
亡

し
た
場
合
等
の
届
出

　

七　

省
令
第
三
十
六
条
の
三
十
九
第
二
項
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
三

に
お
い
て
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
変
更
の
届
出

　

八　

省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
第
一
項
第
一
号
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四

十
三
に
お
い
て
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
名

簿
の
登
録
の
消
除
の
申
出

　

九　

省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
二
第
一
項
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
三

に
お
い
て
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
名
簿
の

登
録
の
更
新
の
申
請

　

十　

里
親
基
準
省
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
児
童
の
事
故

の
発
生
に
係
る
届
出

　

十
一　

里
親
基
準
省
令
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
児
童
の
養

育
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
の
届
出

活
力
あ
る
農
村
集
落

づ
く
り
推
進
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー
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発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

４

　

第
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
同
条
第
二
項
を
削

る
。

　

第
十
四
条
中
「
里
親
認
定
省
令
」
を
「
里
親
基
準
省
令
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


